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再生可能エネルギーの導入推移と2030年の導入目標

2012年7月のFIT制度（固定価格買取制度）開始により、再エネの導入は大幅に増加。特
に、設置しやすい太陽光発電は、2011年度0.4％から2020年度7.9％に増加。再エネ全体
では、2011年度10.4%から2020年度19.8%に拡大。
今回のエネルギーミックス改定では、2030年度の温室効果ガス46%削減に向けて、施策強化等
の効果が実現した場合の野心的目標として、電源構成36-38%（合計3,360～3,530億
kWh程度）の導入を目指す。
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「地域脱炭素化促進事業」制度の創設（令和４年度～）

地域共生型再エネ（例）

地方自治体における地域の脱炭素化のためには、地域資源である再エネの活用が必要。その際、地域経済
の活性化や災害に強い地域づくりなど、地域に裨益する再エネ事業とすることが重要。一方、環境影響等の
再エネ事業に伴う地域トラブルも見られるなど、地域における合意形成や環境配慮が課題。
令和４年度より、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画制度を拡充し、地域の環境保
全や地域の課題解決に貢献する再エネを活用した「地域脱炭素化促進事業」を推進する仕組みを創設。

• 地域における合意形成が不十分なまま事業に着手
• 安全性が確保されず、自然環境・生活環境への適正な

配慮が不足

迷惑施設と捉えられる再エネ（例）

法面保護工が崩れて流出した事例地域資源を活用した再エネ事業による地域振興 公共施設を活用した再エネ導入

• 適正な環境配慮の確保と、地域の合意形成の推進
• 地域の住民･事業者が、積極的に事業に関与、連携
• 地域経済の活性化、防災などの社会課題の解決に貢献

傾斜地の崩壊が発生したため、
法肩部分の架台が流出した事例
出典：いずれも、地上設置型太陽光発電システムの設計ガイドライン2019年版（NEDO）
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地域脱炭素化促進事業制度の全体像

市町村：促進区域等の策定

市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの計画に位置づけ、適
合する事業計画を認定する仕組み。
地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、
住民や事業者等が参加する協議会を活用し、
再エネ事業に関する促進区域や、
再エネ事業に求める
・地域の環境保全のための取組
・地域の経済・社会の発展に資する取組
を自らの計画に位置づける。
※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、
協議会における合意形成を
図りつつ、
市町村の計画に適合するよ
う再エネ事業計画を作成し、
認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、
事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、
市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続等を

要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業は
当該許可手続等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続が不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ

協議 同意

協議会

個別法令に基づく
事業計画の確認

国
都道府県

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域
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その他のエリア 除外すべき区域市町村が考慮すべき区域・
事項

国の基準（全ての地域脱炭素化促進施設に共通）

都道府県基準（地域脱炭素化促進施設の種類ごとに設定）

促進区域の候補となるエリア

社会的
配慮等
の観点
より
除外

環境保
全の観
点より
除外

「促進区域」の設定

国・都道府県基準、市町村として環境保全・社会的配慮が必要なエリア等を踏まえ、関係機関等との調整の上、
促進区域を設定し、市町村の実行計画に位置づけ。
適切に設定された区域への再エネ事業の呼び込み（適地誘導）は、地域での合意形成に大きく貢献。
地域の産業動態やインフラのあり方も含め、将来的な絵姿を描きつつ、最新の再エネポテンシャルを踏まえて設
定することが理想。

関係者調整

環境保全・社会的配慮
に関する情報

その他

再エネポテンシャル

・関係者・関係機関による協議会
・個別ヒアリング、パブコメ 等

その他のエリア 除外すべき区域市町村が考慮すべき区域・事項

重ね合わせ

出典：新潟市太陽光発電及び陸上風力発電に係る
ゾーニング報告書（素案）(令和4年3月 新潟市)

太陽光発電（パブコメ案）新潟市
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ゾーニング手法を活用した促進区域の設定事例（せたな町様）

せたな町では、無秩序な開発を抑制することを目的として、環境保全を優先するエリアと導入が可
能なエリアとを明確化するために、ゾーニングマップを作成しました。また、せたな町地域エネルギービ
ジョンにおける導入目標を見据えながら、ゾーニング結果を促進区域に反映しました。
協議会や地元説明会を通じて、地域の環境の保全のための取組や、事業者へ期待する地域貢献

策等を整理し、地域との合意形成を図りました。

出典：せたな町再生可能エネルギーに係るゾーニング（令和５年２月）
せたな町 地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）（令和５年11月）

促進区域の設定

ゾーニングによる促進エ
リア及び調整エリア
を促進区域として設定地域エネルギービジョンとの連携

既存情報の収集 協議会での合意形成

町民や学生向け環境学習を始めとした更なる連携
事業を開始するきっかけとなる

環境配慮事項だけでなく、地域還元・メリットを含め
た期待事項を把握・整理

地元住民の心配や留意すべき事項を把握

ゾーニングにおける合意形成の効果

5
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促進区域の中で取り組む「地域脱炭素化促進事業」

地域の環境の保全
のための取組

地域の経済及び社会の
持続的発展に資する取組

地域脱炭素化促進事業の構成

地域脱炭素化促進施設の整備 地域の脱炭素化のための取組
地域の自然的社会的条件に適した再生可能エネルギーを利用する
地域の脱炭素化のための施設の整備

EV充電施設の整備

区域内の温室効果ガス排出削減等につながる取組（左記の施設
整備と一体的に実施）

自治体出資の地域新電
力会社を通じた再エネの

地域供給

環境教育
プログラムの提供

A B

Ｃ D

※上記は取組の一例
※再エネ海域利用法や港湾法等において規律される海域における洋上風力発

電設備は除く。
※再エネ発電設備、再エネ熱供給設備に附帯する設備又は施設を含む。

事業者が作成した再エネ導入事業の計画が、市町村策定の実行計画に適合しているなどの要件に該当す
る場合、地域脱炭素化促進事業として市町村が認定。事業は、以下4要素（取組）を含む必要がある。

【取組例】
地元の雇用創出や保守点検等の再エネ事業に係る地域の人材育
成や技術の共有、教育プログラムの提供等を行う取組
収益等を活用した高齢者の見守りサービスや移動支援等の取組

【取組例】
希少な動植物の生息・生育環境保全のための取組
景観への影響をなくす・最小限に留めるための取組
騒音による住居等への影響に配慮した取組

太陽光 風力

中小水力 地熱

バイオマス

太陽熱

大気中の熱その他
の自然界に存する熱

地熱

バイオマス

再エネ発電設備 再エネ熱供給設備
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「地域脱炭素化促進事業」制度の活用による利点・効果

地元関係者との合意形成 地域環境・地域資源の保全 地域社会・経済への貢献
地域貢献要件の設定によ
り、事業者に対して地元雇
用や災害時対応等、地域
貢献策を求めることが可能。

地方公共団体向け

事業者向け

複数機関への個別調整
が市町村による一括手
続に代替され、簡略化。

農山漁村再エネ法
の特例

地域脱炭素化の促進や農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を含む地方公
共団体実行計画を定めた場合等に、農山漁村再エネ法に基づく各種特例の適用が可能。

酪肉振興法
集約酪農地域内の草地の形質変更

漁港漁場整備法
漁港区域内での工作物の建設等

海岸法
海岸保全区域における施設の新設等 など

手続ワンストップ化 環境アセス手続一部省略 事業の予見可能性の向上
計画段階環境配慮事項に
ついて検討する手続（配慮
書手続）が適用されないこ
とによる迅速化・省力化。

事業候補地における配
慮・調整が必要な事項
の見える化。

農地法、温泉法、自然公園法、
森林法、河川法、廃掃法

環境保全の意思表示
促進区域を設定することで、
脱炭素化に積極的な地方公
共団体としてアピールすること
が可能。

環境に配慮した立地誘導を
促進し、環境破壊を回避。
環境配慮要件を事業者に求
めることができ、環境共生型
事業を実現。

協議会において地元関係者
との合意の一括形成が可能。
トラブルの未然防止に。

固定資産税の一部減免
一定規模以上の設備
について３年間軽減。
※令和7年度



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

「地球温暖化対策推進法」、「地球温暖化対策計画」及び「GX推進戦略」等に基づき行う、地域再エネ導入の取組は、
2030年度46%削減目標の達成と2050年脱炭素社会の実現に貢献しつつ、地域課題を解決し、地域の魅力と質を向上
させる地方創生に貢献する取組として実施することが求められている。地域に根ざした再エネ導入のためには、地方公
共団体が地域の関係者と連携して、地域に適した再エネ設備導入の計画、再エネの導入調査、再エネ促進区域の設定、
持続的な事業運営体制構築、人材確保・育成など多様な課題の解決に取り組むことが不可欠であり、その支援を全国
的・集中的に行う必要がある。

地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業

事業イメージ

再エネの最大限の導入と地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域づくりを支援します。

(1)①(2)① 地方公共団体 (1)② 地方公共団体（共同実施に限り民間事業者も対象）

(1)③ 地方公共団体、民間事業者・団体等 (1)④⑤(2)②③(3) 民間事業者・団体等

令和３年度～令和７年度

環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 電話：03-5521-9109

■補助・委託対象

地方公共団体等による地域再エネ導入の目標設定・意欲的な脱炭素の取組に関する
計画策定、再エネの導入調査、官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築、
再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング、事業の持続性向上のための地域人材の
確保・育成に関する支援を行う。
（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援

①地域の再エネ目標と意欲的な脱炭素の取組の検討による計画策定支援
②公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査支援
③官民連携で行う地域再エネ事業の実施・運営体制構築及び事業の多角化支援
④公共施設等への再エネ導入加速化及び計画策定支援事業
⑤地域脱炭素施策に関する課題解決や横展開に向けた検討

（２）地域共生型再エネ導入促進事業
   ①再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング支援
   ②再エネ促進区域等における地域共生型再エネ設備導入調査支援

③促進区域設定手法等のガイド作成・横展開
（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

①地域脱炭素実現に向けた中核人材育成事業
②地域脱炭素を加速化するための企業・自治体のネットワーク構築事業
③即戦力となる地域脱炭素人材の確保に向けた支援事業

（３）地域脱炭素実現に向けた中核人材の確保・育成事業

2050年脱炭素社会の実現

（１）地域再エネ導入を計画的・意欲的に進める計画策定支援
（２）地域共生型再エネ導入促進事業

※(1)②(3)②は令和４年度～、 (1)④(3)③は令和５年度～、
(2)②は令和６年度～、(1)⑤は令和７年度

(1)①②③(2)①② 間接補助（定率；上限設定あり）

(1)④⑤(2)③(3) 委託事業

【令和７年度予算（案） 711百万円（758百万円）】

【令和６年度補正予算額 918百万円 】



お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 
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地域脱炭素推進交付金
（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、特定地域脱炭素移行加速化交付金等）

事業イメージ

（１）（２）交付金、（３）委託費

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
①脱炭素先行地域づくり事業に取り組む地方公共団体等を交付金により支援
②重点対策加速化事業に取り組む地方公共団体等を交付金により支援

（２）特定地域脱炭素移行加速化交付金【GX】
民間裨益型自営線マイクログリッド等事業に取り組む地方公共団体等を交

付金により支援

（３）地域脱炭素施策評価・検証・監理等事業
脱炭素先行地域・重点対策加速化事業を支援する交付金についてデータ等

に基づき評価・検証し、事業の改善に必要な措置を講ずるとともに、適正か
つ効率的な執行監理を実施する。

「地域脱炭素ロードマップ」（令和３年６月９日第３回国・地方脱炭素実現会議決定）、地球温暖化対策計画（令和３年10月22日閣議決定）
及び脱炭素成長型経済構造移行推進戦略（「ＧＸ推進戦略」、令和５年７月28日閣議決定）等に基づき、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り
組む地方公共団体等に対して、地域の脱炭素への移行を推進するために本交付金を交付し、複数年度にわたり継続的かつ包括的に支援する。こ
れにより、地球温暖化対策推進法と一体となって、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」で、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取
組を実施するとともに、脱炭素の基盤となる「重点対策」を全国で実施し、国・地方連携の下、地域での脱炭素化の取組を推進する。

意欲的な脱炭素の取組を行う地方公共団体等に対して、地域脱炭素推進交付金により支援します。

【令和７年度予算（案） 38,521百万円（ 42,520百万円）】
【令和６年度補正予算額 36,500百万円 】

（１）（２）地方公共団体等、（３）民間事業者・団体等

令和４年度～令和１２年度

環境省大臣官房地域脱炭素推進審議官グループ地域脱炭素事業推進課 電話：03-5521-8233

■交付対象・委託先

2020 2030 20502025

地域特性に応じた取組の
実施に道筋

①少なくとも100か所の脱炭素先行地域※

②重点対策を全国津々浦々で実施

全
国
で
多
く
の
脱
炭
素
ド
ミ
ノ

脱
炭
素
地
域
社
会

を
全
国
で
実
現

2030年度までに
実行

快適・利便
断熱・気密向上、公共交通

循環経済
生産性向上、資源活用

経済・雇用
再エネ・自然資源地産地消

防災・減災
非常時のエネルギー源確保

生態系の保全

2050年を
待たずに

地域課題を解決し、
地域の魅力と質を
向上させる地方創生へ

＜参考：（１）（２）交付スキーム＞

民間事業者等国 地方公共団体

国 地方公共団体

(b)民間事業者等も事業を
実施する場合

(a)地方公共団体が事業を
実施する場合

※地域特性・地域課題等で類型化
先進性・モデル性等を評価し、評価委員会で選定



地域脱炭素推進交付金 事業内容

※①（太陽光発電設備除く）及び②について、財政力指数が全国平均（0.51）以下
の自治体は3/4。②③の一部は定額

（２）特定地域脱炭素移行
加速化交付金【GX】

（１）地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
重点対策加速化事業脱炭素先行地域づくり事業事業区分

○脱炭素先行地域に選定されていること○再エネ発電設備を一定以上導入すること
（都道府県・指定都市・中核市・施行時特例市：1MW
以上、その他の市町村：0.5MW以上）

〇2030年までに事務事業の電力消費に伴うCO2排出
実質ゼロを達成すること

○脱炭素先行地域に選定されていること
（2030年度までに一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2
排出実質ゼロ達成 等）交付要件

民間裨益型自営線マイクログリッド等事
業

官民連携により民間事業者が裨益す
る自営線マイクログリッドを構築する地域
等において、温室効果ガス排出削減効
果の高い再エネ・省エネ・蓄エネ設備等
の導入を支援する。

①～⑤のうち２つ以上を実施（①②は必須）
①屋根置きなど自家消費型の太陽光発電※
（例：住宅の屋根等に自家消費型太陽光発電設

備を設置する事業）
※公共施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る
②地域共生・地域裨益型再エネの立地
（例：未利用地、ため池、廃棄物最終処分場等を

活用し、再エネ設備を設置する事業）
③業務ビル等における徹底した省エネと改修時等の
ZEB化誘導

（例：新築・改修予定の業務ビル等において省エネ
設備を大規模に導入する事業）

④住宅・建築物の省エネ性能等の向上
（例：ZEH、ZEH＋、既築住宅改修補助事業）
⑤ゼロカーボン・ドライブ ※
（例：地域住民のEV購入支援事業、EV公用車を

活用したカーシェアリング事業）
※ 再エネとセットでEV等を導入する場合に限る

１）CO2排出削減に向けた設備導入事業 （①は必須）
①再エネ設備整備（自家消費型、地域共生・地域裨益型）
地域の再エネポテンシャルを最大限活かした再エネ設備の導入

・再エネ発電設備：太陽光、風力、中小水力、バイオマス等（公共
施設への太陽光発電設備導入はPPA等に限る）

・再エネ熱利用設備/未利用熱利用設備：地中熱､温泉熱 等
②基盤インフラ整備
地域再エネ導入･利用最大化のための基盤インフラ設備導入
・自営線、熱導管
・蓄電池、充放電設備
・再エネ由来水素関連設備
・エネマネシステム 等
③省CO2等設備整備
地域再エネ導入･利用最大化のための省CO2等設備の導入
・ZEB・ZEH、断熱改修
・ゼロカーボンドライブ（電動車、充放電設備等）
・その他省CO2設備（高効率換気・空調、コジェネ等）

２）効果促進事業
１）「CO2排出削減に向けた設備導入事業」と一体となって設

備導入の効果を一層高めるソフト事業 等

対象事業

原則２／３２／３～１／３、定額原則２／３交付率

おおむね５年程度事業期間
・複数年度にわたる交付金事業計画の策定・提出が必要（計画に位置づけた事業は年度間調整及び事業間調整が可能）
・各種設備整備・導入に係る調査・設計等や設備設置に伴う付帯設備等は対象に含む
・採択団体の事務事業に係る進捗状況や区域施策に係るCO2削減状況について、毎年、環境省HPで公表する
・交付金事業について、３年度目に中間評価を実施
・交付要件の達成が見込まれない場合又は達成が確認できない場合には、原則、交付金返還を求める

備考

家畜排せつ物の
エネルギー利用

住宅建築物の
ZEB／ZEH ゼロカーボン・ドライブ再エネ水素利用

省エネ設備の
最大限採用

エネルギーマネジメント
システム導入

木質バイオマス
のエネルギー利用

屋根置き自家消費型
太陽光発電 蓄電池の導入

自営線
マイクログリッド




